
茨 城 県 建 築 審 査 会  

 

設 置 根 拠  

法 令 等  

 建 築 基 準 法 第 78 条 第 １ 項 、 茨 城 県 建 築 審 査 会 条 例  

設 置 年 月 日   昭 和 25 年 1１ 月 2３ 日  

業 務 内 容  ・ 建 築 基 準 法 に 規 定 す る 特 定 行 政 庁 （ 知 事 ） の 許 可

に 関 す る 同 意  

・ 建 築 基 準 法 令 の 規 定 に よ る 特 定 行 政 庁 、 建 築 主 事

若 し く は 建 築 監 視 員 又 は 指 定 確 認 検 査 機 関 の 処 分

又 は こ れ に 係 る 不 作 為 に つ い て の 審 査 請 求 に 対 す

る 裁 決  

・ 特 定 行 政 庁 （ 知 事 ） の 諮 問 に 応 じ 、 建 築 基 準 法 の

施 行 に 関 す る 重 要 事 項 の 調 査 審 議 並 び に 関 係 行 政

機 関 に 対 し て の 建 議  

委 員 数 ・ 任 期   ７ 人  ・  ２ 年  

委 員 の 氏 名  【 法   律 】  上 畠  佳 子  

【 経   済 】  石 川  和 宏  

【 建   築 】  柴   恭  

【 建   築 】  若 栁  綾 子  

【 都 市 計 画 】  小 栁  武 和   

【 公 衆 衛 生 】  満 川  元 一  

【 行   政 】  髙 畠  聖 子  

 ＊ 【  】 内 は 建 築 基 準 法 に 定 め る 選 任 分 野  

会 議 の 公 開   原 則 と し て 公 開  

（ た だ し 、 茨 城 県 建 築 審 査 会 条 例 第 6 条 た だ し 書 の

規 定 に 基 づ き 非 公 開 の 場 合 が あ り ま す 。 ）  

 

 

 

 



＜ 令 和 ３ 年 度  第 １ 回 茨 城 県 建 築 審 査 会 ＞  

日 時  令 和 ４ 年 ３ 月 2３ 日 （ 水 ）  午 後 2 時 ～  

場 所  茨 城 県 三 の 丸 庁 舎 ３ 階  会 議 室 A 

審 議 事 項  

【 同 意 第 １ 号 】  

 ・ 建 築 基 準 法 第 4８ 条 第 １ １ 項 た だ し 書 の 許 可 に つ い て

 ［ 第 １ 号 議 案 ］  

（ 稲 敷 郡 阿 見 町 う ず ら 野 地 区 に お け る 自 衛 隊 施 設 の

増 築 ）  

 

【 報 告 第 １ 号 】  

 ・ 建 築 基 準 法 第 ４ ８ 条 第 ６ 項 た だ し 書 の 許 可 に 係 る 報

告 に つ い て  

 ［ 第 １ 号 議 案 ］  

（ 坂 東 市 岩 井 地 区 に お け る 自 動 車 販 売 店 舗 及 び 自 動

車 修 理 工 場 の 改 築 ）  

  

・ 建 築 基 準 法 第 ４ ３ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 た だ し 書 の 許 可 に

係 る 報 告 に つ い て  

 ［ 第 ２ 号 議 案 ］  

（ 神 栖 市 居 切 地 区 に お け る 自 動 車 販 売 店 舗 及 び 自 動

車 修 理 工 場 の 新 築 ）  

［ 第 ３ 号 議 案 ］  

（ 神 栖 市 波 崎 新 港 地 区 に お け る 倉 庫 の 新 築 ）  

［ 第 ４ 号 議 案 ］  

（ 神 栖 市 波 崎 新 港 地 区 に お け る 倉 庫 の 増 築 ）  

［ 第 ５ 号 議 案 ］  

（ 那 珂 郡 東 海 村 照 沼 地 区 に お け る 倉 庫 の 増 築 ）  

［ 第 ６ 号 議 案 ］  

（ 那 珂 郡 東 海 村 照 沼 地 区 に お け る 倉 庫 の 増 築 ）  

［ 第 ７ 号 議 案 ］  

（ 那 珂 郡 東 海 村 照 沼 地 区 に お け る 倉 庫 の 増 築 ）  



・ 建 築 基 準 法 第 ４ ４ 条 第 1 項 第 2 号 の 許 可 に 係 る 報 告

に つ い て  

 ［ 第 ８ 号 議 案 ］  

（ つ く ば み ら い 市 山 王 新 田 地 区 に お け る バ ス 停 上 屋

の 改 築 ）  

 

同 意 第 １ 号 に つ い て は 、 同 意  

報 告 第 １ 号 に つ い て は 、 報 告 を 受 理  

 

問 い 合 わ せ 先  茨 城 県 土 木 部 都 市 局 建 築 指 導 課  建 築 担 当  

       TEL(029)301-4727／ FAX(029)301-4739 


